
料

。r職議室襲験再審問諜韓〈骸称)Jの創設について[轍襲]

~職業襲践的立教育に特色した枠組みの題震をいかした先導的鱗特--(報告) (諜)

で示された器産基準毒事 a 開局直鵬繍匂闘明闘創@歯盛 a 穆It¥ ]Iil 0l" 11 !!lI 1 6 

o r職業翼鵠専門課程(復斡)Jの文部科学省大臣認定について(諜〉

• 1器

。r職襲撃襲麟専門課穣(飯郡)J (J)具体的拡イメ-52〈議室〉

組 19 
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「職業実践専門課程(仮称)Jの創設について
~職業実践的な教育に特化した枠組みの趣旨をいかした先導的試行-(報告) (案)

で示された認定基準等

|( 1 )目的 | 

専門学校のうち、企業その他関係機関との連携の下、当該課程の目的に応
じた分野における実務上の知識、技術及び技能を教授し、職業に必要な実践
的かつ専門的な能力を育成することを目的とする課程を「職業実践専門課程
(仮称)Jとして文部科学大臣が認定することにより、専門学校における

実践的な職業教育の水準の維持向上を図り、もって生涯学習の振興に資する
こと。

|(2)認定基準|

①修業年限及び授業時数について

当該専門課程の修業年限が2年以上であること。

全課程の修了に必要な総授業時間数が1700単位時間以上又は62単位
以上であること。

0 職業に必要な実践的かっ専門的な能力を育成するための学習量として十

分な成果を上げることが期待され、かつ、他の学校種との接続を考慮。

②教育課程について

企業等と密接かつ組織的な連携体制を確保して、授業科目等の教育課程を
編成〈改善・工夫を含む。以下同じ。)していることo

0 企業等が委員として参画する「教育課程編成委員会」等を設置し、授業

科目の開設や授業方法の改善・工夫を行うなど、企業等の要請に応じた職

業教育が行われていることを評価。

(審査のポイント)

* 教育課程の編成における企業等との連携に関する基本方針

* 教育課程の編成の頻度

* 教育課程の編成に企業等の意見がどのように反映されたか 等

③演習・実習等について

企業等と密接かつ組織的な連携体制を確保して、演習、実験、実習及び
実技〈以下「演習・実習等」という。〉を実施していること。

0 学校と企業が協定を締結し、企業等校外で実施される実習や企業等から

の講師派遣を受けた校内で実施される演習・実習等について、生徒の指導

や学修成果の評価等に関する連携体制が確保されていることを評価。

16 



(審査のポイント)

* 連携による実習等の基本方針(連携の協定書等)

* 実習計画概要

* 学修成果の評価 ， 等

④教員の資質向上について

教員に必要な実務上の知識、技術及び技能や指導力の修得・向上を目的と

して、企業等との連携の下、組織的な研修機会を確保していること。

0 職業に関連した実務上の知識、技術及び技能や、マネジメント能力を含

む指導力の修得・向上のための組織的な研修機会を確保する取組を評価。

(審査のポイント)

* 教員の研修・研究の基本方針

* 研修・研究の実績

*研修・研究計画 等

⑤学校評価及び情報提供について

〈学校評価〉
" ， t' 

学校の自己評価に加え、企業等が委員として参画する学校関係者評価を
実施し、公表していること。

0 学校の自己評価はもとより、企業等が学校関係者として評価に参画する

学校関係者評価の実施及び公表の取組を評価。

(審査のポイント)

* 学校評価の基本方針

* 学校関係者評価の委員名簿

* 学校関係者評価における企業等の学校関係者委員の意見の活用状況

等

(情報提供〉
教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を企業等の学校関係者へ提

供していること。

0 企業等の関係者の理解を深めるとともに、これらの者の連携及び協力の

推進に資するため、当該専門学校の教育活動その他の学校運営の状況に関

する情報を提供する取組を評価。

(審査のポイント)

* 企業等関係者に対する情報公開の基本方針(企業等学校関係者の連

携・協力を得るための工夫)

* 情報公開の状況(情報公開の項目ごとの公開の有無)及び公開方法

等

17 



lr職業実践専門課程(仮称-の文部科学大臣認定について閣 l 
経 緯

平成23年1月:

中央教育審議会『今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」答申

0 職業教育を通じて、自立した職業人を育成し、社会・職業へ円滑に移行させること、また、学
生・生徒の多様な職業教育ニーズや様々な職業・業種の人材需要にこたえていくことが求めら
れており、このような職業教育の重要性を踏まえた高等教育を展開していくことが必要。

0 そのための方策のーっとして、職業実践的な教育のための新たな枠組みを整備。

0 今後の検討については、新たな学校種の制度を創設するという方策とともに、既存の高等教
育機関において新たな枠組みの趣旨をし、かしていく方策も検討することが望まれる。

平成25年3月:
噂レ

「専修学校の質保証・向上に関する調査研究協力者会議』でf職業実践専門課程(仮称)Jの検討

先種的試行とし乞C;)f職鍵婁践事門課程(仮穂)Jを文鶴科学大臣が認定

「新たな枠組みJのイメージの社会的な認知・共有を図るため、企業等との密接な
連携を通じ、より実践的な職業教育の質の確保に組織的に取り組む専修学校の専
門課程を文部科学大臣が「職業実践専門課程(仮称)Jとして認定し、奨励する。

今後の予定 | 
平成25年度申

認定基準等に関する告示を公布・施行予定

平成26年度~

「職業実践専門課程(仮称)Jのスタート

申請及び審査を経て、認定した専修学校の専門課程を告示予定

認定のイメージ !万 引 叫

じ 【認定基準のイメージ】

文部科学大臣 L":iL! 0 企業等と密接かつ組織的な連携体制を確!
a 三 回 寸lipSFj 保して授業科目等の教育謹種を編成

推薦:r.}-:' " 十 九勺 O 企業等と密接かつ組織的な連携体制を確

1 11 て i j 保して演習・婁習筈を実施
都道府県知事等11l認定;

1.， : 0 教員に必要な実務上の知識・技術・技能

申誇t 1;  や指導力の修得・向上を目的として企業等
I t. ': との連携の下、組織的な珊修機会を確保

専門学校 6前!?o 企業等による学校関係者評価と惜錨公開

受賞 |べ など;

※今後の検討において変更の可能性がある。
18 



f職業実践専門課程(仮称}JC;)具体的イメータ(案)

[企業等と密接かつ組織的な連携体制を確保して授業科目等の教育課程を編成 ) 

-企業等との連携による「教育課程編成委員会Jによるカリキュラムの改善 …P.l 

企業等と密接かつ組織的な連携体制を確保して演習・実習等を実施

・企業等との連携による「接客・販売実習Jiマーケティング実習J …P.2 
・企業等との連携による「ホテル実習」 …P.3 

・企業等との連携による「電気工事実務J …P.4 

・企業等との連携によるiIT・ゲーム作品制作実習J …P.5 

教員に必要な実務上の知識・技術・技能や指導力の修得・向上を目的として企業
等との連携の下、組織的な研修機会を確保

・企業・業界団体等との連携による教員の研修機会の確保の具体例 …P.6 

企業等による学校関係者評価と情報公開

・企業・業界団体等との連携による学校評価のイメージ ..P.7 

「職業実践専門課程(仮称)Jにおける教育活動の流れのイメージ
...P.8 

| 企業等堕連携によるf教育課程編成委員会」によるカリキュラムの改善《工業分野》 I 

00電機
専門学校

_tr-:' ~ 
-説¥; _IIji:~i朝、

-J・~I

③組織としてカリキュラム
の改書房を倹討・決定

仁画巳
企業・業界団体等との連携により、必要となる

最新の知識・技術・技能を反映するため、企業・

②ヵ 11 業界団等体からの意見を十分にいかし、 カリキユ
リキユラムの改善 11 ラムの改善等の教育課程の編成を定期的に行う。

への意見を提案 11 

?仁蚕E

①カリキュラムの改善の
ため餐員会を畿置

太陽光発電装置

施工実習

ママママ 00電機専門学校長
ママママ 同教務部長
ママママ 同産学連携企画室長

ママママ 同電気工事技術科長

ママママ (社)口口電機技術協会課長
ママママ 0<>ハウス(株)マネージャー
ママママ • (株)ムム電機工務部主任

※委員は広く関連の企業・業界団体等から選任。

|企業・業界団体等から参画した委員の主な意見|

新成長産業である太陽光発電装置に関する

内容をカリキュラムに取り込むべき。
スマートハウスなどの普及により高度化する

知識・技術・技能を修得した電気工事土の育成
が必要。



|企業等との連携による「接客・販売実習IUマーケティング実習.. ~商業実務分野.
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企業等との連携による「ホテル実習J ((文化・教養分野》 I 

-町三園 田鹿田

Q;>1 ' ホテル綿、外国語おトシヨン汀スキル l綿ガイダンス 11ホ吋習(10月イ ω高 11企業ガイダンス|

包~I知| 外臨酌コ苧…

:11.r企g襲臨連携婁員会J'こより i !虐2.企g叢属からの情師添遺による j ;3.ホテJルb実習
実習に関する打ち合わせ ; j 事前研修... ::・ホテノレの実習担当者の指導の下で、

.企業や業界団体のニーズに沿った ; ;・学生に対しホテルの実習担当者から ( ! 接客等の実習。

実習内容や評価方法を設定。 : ;:事前研修・講義。

:oj 

i. 竺ι、-z三副i

6.成績評価・単位認定
・ホテルの実習担当者による評価に基

づき、教員が成績評価・単位認定。

1 5.ホテルの実習担当者による
静価

・学生が実習で修得した知識、勤務態
度、接客態度、習熟度等を総合評価。

-ーー、 /ーーーーーーーー

:4.実冒先忍び学内で実習の
進捗砲偲と敏育指導

j・教員による実習先訪問や、学生による
i;実習の週間報告、月間報告を教員が
j学内で確認することで、必要な研修等

。 :を実施。

号圃野、必ι l~~! J : 
』 ー 山 ...___"..... 一 一-3



| 企業等との連携による「電気工事実務J <<工業分野
-町三園 ~ 

広)C
Q;)[ 

電気基礎理治、電気工事方法 電気工事実務(10月-3月、 90時間}

設備工事、設備銭術 1 [ 

i1.r企撲連携委員会J'こより !
実習に関する打ち合わせ

;・実習の目標、進め方、評価方法等につ
いて決定。

ーーーーーーー・ーーーーー・ーー'・ーー・・ーーーー・ー・--ーー-.・・ーー匂・ーー・・・ー司ー

16.成績評価・単位恕定
i-企業の実習担当者による評価に基づき !

、教員が成績評価・単位認定。

電気演習・電気実験・電気製図 1 I 先端範ヱ繍
(総授業時数2，070時間)

i 2.企織と連携した敏材開発 i
i・実習で使用する教材について、教員が '

企業から技術供与を受けながら、最新
の実務に必要な知識・技術・技能を反

。;映。

‘司司副ーーーーーー‘---司ー嶋『・ーーーーーーーーーーーーー_.ーーーーーーーーー一ーー，

: 5.企業と連携した実習
1・太陽光発電設備を利用した企業の実

習担当者による実習等を実施。

j3.企績からの派遣情師に
よる授業

j・業界の最新動向を踏まえた実践的な
i講義・演習を実施。

。)

'ーーーーーーーーーーーーーーーー‘ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一

-D-
j 4.企業による習熟度確認
i-企業が作成した試験問題を活用し、教員 !

が習熟度を確認。 :

t! 同Eppe叱句土手空~y 。:

ー ---4

| 企業等との連携による.ゲーム作品-制作実習工業分野-

広〉デヲmkif-仇ツク基礎TI 進級制作実習 日本ゲーム太貧制作実
習(2月-3月、 100時間)

Q;)I日協二欄崎習 11 (C， 

GDI田裕二制鵬習|

1 .企業と学校の打ち合わせ
.年間の実習内容・評価方法を決定。
・講師派遣に関する協定締結。

‘ーーーーーーーーーーー・・ーーー---ーー・ーーーーー・ーーーーーーーーーーー・ーーーーー'

: 6.成績評価・単位想定
・企業からの派遣講師による評価に基:
づき、教員が成績評価・単位認定。 : 

。

ヌロクラミング応用演習・

2.ゲーム企鍵からの派遣前 i
師による企蘭指導

・ゲームの企画方法を実務の経験に基
づき指導。
・制作開始1ヵ月程度で生徒の企画

内容を評価する授業を実施。

.て|
'ーーーーーーー'ーーーー・ーーーー・・ーーーーー・・司ー--・--ー~_.-ーーーーー・ー'

: 5.ゲーム企難からの派遣情師 j

による実習授業
l・企業からの派遣講師が最新の技術・技能 j

を生徒に指導。 i 

日本ゲーム大賞制作実
習(2月-3月、 100時間)

(総授業時数3，120時間)

: 3.ゲーム企濃からの派遣鼠 :
師による中間評価

i・学生による中開発表。。!企業からの派遣講師と教員にこ::
指導を実施。ーーーー一 : _Im"l_.. ~噌，

‘ーー・・・・-.・ー帽司・ーー・ーーー喝ーーーーー・ーー'ー・・・ー・ーーー・・，・ーーーーー-

〈コレ

; 4.最終プレゼンテーション j
i・企業からの派遣講師により、 ゲーム作i

品のコンテスト提出前に最終確認を行

o: 
・・・・E:___ .... ・・・・・・ :5 



| 企業等との連携による教員の研修機会の確保の具体例(工業分野-

企業等との連携による実践的かつ専門的な知識・技術・技能や、指導力の修得・向上のため
の組織的な研修機会を確保。

最新の知識・技術・技能

o r電気工事技術教育課程編成委員会」を

設置し、年2回会合を実施し、最新の技術や

業界の動向などを把握の上、専門課程の研

修計画を改善し、必要な研修を実施。

O 例えば、太陽光発電装置の施工は、技術

革新が早い分野であるため、新技術が開発さ

れる毎に、職能団体の研修を受講させる。

適確な指導力

0 教育の専門家を招いて、授業の進め方や

カリキュラム、シラパスの作成方法などに関

する研修を実施。

0 例えば、学期(前期・後期制)毎に「教職

員による授業評価Jと「学生による授業評価」

を最低1回実施し、学科長から個々の教員に

結果を示しつつ、改善すべき点を指摘し、必
要な研修を受講させる。

6 

| 企業等との連携による学校評価のイメージ 1 
/戸一一

自己評価

教職員による評価

学校の理念・目標に照らして、自らの
教育活動を評価

(智J
4頃~←--・h

• 
‘¥/ 

一等 Plan 
百寝蛮定

学校はS平価結果を踏まえた学校運営
の改善方策等の検討においていかす

生徒・卒業生・保聾者、企業・関係施設、業
界団体、自治体等を対象に行うアンケートを、
学校評価の資料等に活用

学校が選任したf学校関係者jで構成された
学校関係者評価委員会による評価

自己評価の結果について、『学校関係者jが評価

『学校関係者評価委員会J
構成員(例)

00 00 AA専門学校卒業生

00 00 生徒保護者
00 00 VV高等学校校長
00 00 x x商業協会事務局長

00 00 ロロ商社人事部長

00 00 00商業販売部長

企業等の『学校関係者Jによる i
学校訪問や意見交換等を通じてJ
自己評価結果について評価 ! 

• r学校関係者Jは、教職員と共
通理解を図り、自己評価結果の
客観性・透明性を高める

・ 今後の学校運営の改善のた
めの助言等を行う

¥、

r職轟禽.専門楓揖{優事事}Jにi念、
特に学帳関係者僻個において企集等

の'員の意見の指南状現寄掌める

22 /7 



| 「職業実践専門課程(仮称11における教育活動の流れのイメージ(案-

『職業実践専門課程(仮称)Jにおいては、職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育成するた
め、特に職業に関連した企業・業界団体等その他の関係機関との密接な連携による、教育課程
の編成、演習・実習等の実施、教員の研修等の実施、学校評価の実施等の一連の教育活動を通
じ、実践的な職業教育の質の保証・向上に組織的に取り組む。

く教育活動の流れのイメージ〉
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